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地域医療支援病院の概要について 

 

１ 趣旨 

医療は患者の身近な地域で提供されることが望ましいという観点から、今後、

かかりつけ医、かかりつけ歯科医を地域における第一線の医療機関として位置

づけるとともに、他の医療機関との適切な役割分担と連携を図っていく必要が

ある。このような観点に立って、かかりつけ医、かかりつけ歯科医を支援し、

二次医療圏単位で地域医療の充実を図る病院として、平成９年に、地域医療支

援病院の制度が設けられたもの。 

 

 

 

２ 役割 

○ 紹介患者に対する医療の提供（かかりつけ医等への患者の逆紹介も含む） 

○ 医療機器の共同利用の実施 

○ 救急医療の提供 

○ 地域の医療従事者に対する研修の実施 

 

 

 

３ 承認要件 

・ 開設主体：原則として国、都道府県、市町村、公的医療機関、医療法人等 

・ 紹介患者中心の医療を提供していることとして、次のいずれかを満たして

いること。 

① 紹介率 80％を上回っていること（紹介率が 60％以上であって、承認後２

年間で当該紹介率が 80％を達成することが見込まれる場合を含む。） 

② 紹介率が 60％を超え、かつ、逆紹介率が 30％を超えること 

③ 紹介率が 40％を超え、かつ、逆紹介率が 60％を超えること 

・ 救急医療を提供する能力を有すること 

・ 建物、設備、機器等を地域の医師等が利用できる体制を確保していること 

・ 地域医療従事者に対する教育を行っていること 

・ 原則として 200 床以上の病床、及び地域医療支援病院としてふさわしい施

設を有すること 

 

 

４ 現状 

地域医療支援病院の制度は平成 10 年４月に施行された改正医療法（第３次医

療法改正）で制度化されており、県内では、岩手県立中央病院（平成 19 年７月）

と岩手県立中部病院（平成 22 年９月）が名称使用の承認を受けていること。

資料２ 
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地域医療支援病院のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域医療支援病院 

・紹介率 40％、逆紹介率 60％ 

・施設、設備の共同利用 

・救急医療の提供 

・地域の医療従事者に対する研修の実施 

・原則 200 床以上 

地 域 の 医 療 機 関  

・患者の紹介 

・施設、設備の使用 

・開放病床の利用 

・研修の受講 

         等 

・患者の逆紹介 

・施設、設備の提供 

・開放病床の提供 

・医療従事者の研修 

         等 

 

 

地域医療支援

委員会 

相談支援

センター 開放病床 

地 域 の 住 民  

紹介患者に対する医療提供、医療機器等の共同利用の実施等を通じて、

第一線の地域医療を担うかかりつけ医、かかりつけ歯科医等を支援する

ことで、地域の医療機能を明確化し、ついては地域住民への医療提供体

制の向上が図られる。 

受診 診察 

患者相談の窓口 

 

共同診療の実施 

 

地域における医療

の確保のために必

要な支援の実施 

 

地

域

医

療 
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地域医療支援病院承認に係る審査概要（県立磐井病院） 

申請者 
県立病院等事業管理者 

岩手県医療局長 佐々木 信 
病院名 

岩手県立磐井病院 

（岩手県一関市狐禅寺字大平17番地） 

項目 
審査基準等 

（医療法改正施行通知（平成10年５月19日）） 
審査結果 判定等 

開設者 

（第４条第１項） 

①国 ②都道府県 ③市町村 ④

特別医療法人  ⑤公的医療機関 

⑥医療法人 ⑦民法法人（社団・財

団） ⑧学校法人 ⑨社会医療法人 

⑩独立行政法人労働者健康福祉機

構 ⑪保険医療機関であるエイズ

治療の拠点病院 ⑫保険医療機関

である地域がん診療拠点病院 

②に該当：県立病院 適 

紹介率等 

（①から③までのいずれか） 

（第４条第１項第１号） 

①80％以上（但し、60％以上80％未

満の病院は、80％以上にするため

の２年間の計画作成が必要） 

②紹介率が60％を上回り、かつ、逆

紹介率が30％を上回ること。 

③紹介率が40％を上回り、かつ、逆

紹介率が60％を上回ること。 

 

 

③に該当 

・紹 介 率 53.2％ 

・逆紹介率 63.4％ 

適 

共同利用の体制 

（第４条第１項第１号） 

建物・設備等に関してあらかじめ情

報提供 

専用病床の確保 

・開放病床運営要綱 

・施設・設備等共同利用登録医

規程 

・25医療機関登録 

・開放病床 5床 

適 

救急医療の提供 

（第４条第１項第２号） 

重症患者を常時受け入れられる体

制の確保 

救急患者を円滑に受け入れる体制

の確保 

・重症救急患者の受入に対応で

きる医療従事者 41人 

・優先的に使用できる病床又は

専用病床 優先病床24床 

適 

研修 

（第４条第１項第３号） 

地域の医療従事者に対する研修の

実施 

・地域医療研修実施要綱 

・施設：多目的会議室等 
適 

病床数 

（第４条第１項第４号） 

200床以上（但し、知事が必要と認

めた場合を除く。） 

一般 305床 

結核 10床 
適 

施設 

（第４条第１項第５号） 

集中治療室 

（第22条第１号） 
有 適 

化学、細菌及び病理検査施設 

（第22条第４号） 
有 適 

病理解剖室 

（第22条第５号） 
有 適 

研究室 

（第22条第６号） 
有 適 

講義室 

（第22条第７号） 
有 適 

図書室 

（第22条第８号） 
有 適 

救急用又は患者輸送用自動車 

（第22条第９号） 
有 適 

医薬品情報管理室 

（第22条第９号） 
有 適 

総合所見 法令及び厚生労働省局長通知で示されている体制等の要件に適合している。 
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地
域
医
療
支
援
病
院
承
認
調
書
（
県
立
磐
井
病
院
）

 

医
療
法
 

医
療
法
施
行
規
則
 

○
医
療
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
つ
い
て
 

(平
成
一
〇
年
五
月
一
九
日
(健

政
発
第
六
三
九
号
) 

審
査
結
果
 

判
定
 

第
四
条
 
国
、
都
道
府
県
、
市
町
村
、
第
四
十
二
条

の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
医
療
法
人
そ
の

他
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
者
の
開
設
す
る
病

院
で
あ
っ
て
、
地
域
に
お
け
る
医
療
の
確
保
の
た

め
に
必
要
な
支
援
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
要
件

に
該
当
す
る
も
の
は
、
そ
の
所
在
地
の
都
道
府
県

知
事
の
承
認
を
得
て
地
域
医
療
支
援
病
院
と
称

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
二
 
承
認
手
続
 

(二
) 

地
域
医
療
支
援
病
院
を
開
設
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
国
、

都
道
府
県
、
市
町
村
、
社
会
医
療
法
人
の
ほ
か
、
 

・
公
的
医
療
機
関
(都

道
府
県
、
市
町
村
及
び
次
に
掲
げ
る
者
を
除

く
。
) 

・
医
療
法
人
(社

会
医
療
法
人
を
除
く
。
) 

・
公
益
法
人
 

・
学
校
法
人
 

・
社
会
福
祉
法
人
 

・
独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
福
祉
機
構
 

・
次
の
①
及
び
②
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
、
地
域
に
お
け
る
医
療
の

確
保
の
た
め
に
必
要
な
支
援
の
実
施
に
相
当
の
実
績
を
有
し
て

い
る
病
院
を
開
設
す
る
者
 

①
エ
イ
ズ
治
療
の
拠
点
病
院
又
は
地
域
が
ん
治
療
拠
点
病
院
 

②
保
険
医
療
機
関
 

 県
立
病
院
 

 

 ○
 

一
 
他
の
病
院
又
は
診
療
所
か
ら
紹
介
さ
れ
た
患

者
に
対
し
医
療
を
提
供
し
、
か
つ
、
当
該
病
院
の

建
物
の
全
部
若
し
く
は
一
部
、
設
備
、
器
械
又
は

器
具
を
、
当
該
病
院
に
勤
務
し
な
い
医
師
、
歯
科

医
師
、
薬
剤
師
、
看
護
師
そ
の
他
の
医
療
従
事
者

の
診
療
、
研
究
又
は
研
修
の
た
め
に
利
用
さ
せ
る

た
め
の
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

 
三
 
承
認
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項
 

(一
) 

紹
介
患
者
に
対
す
る
医
療
提
供
 

①
 
い
わ
ゆ
る
紹
介
外
来
制
を
原
則
と
し
て
い
る
こ
と
 

具
体
的
に
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
 

ア
）
 
次
の
式
に
よ
り
算
定
し
た
数
(以

下
「
地
域
医
療
支
援
病
院

紹
介
率
」
と
い
う
。
)が

８
０
％
を
上
回
っ
て
い
る
こ
と
 

地
域
医
療
支
援
病
院
紹
介
率
＝
((
紹
介
患
者
の
数
＋
救
急
患
者

の
数
)／

初
診
患
者
の
数
)×

１
０
０
 

イ
）
 
地
域
医
療
支
援
病
院
紹
介
率
が
６
０
％
を
上
回
り
、
か
つ
、

次
の
式
に
よ
り
算
定
し
た
数
(以

下
「
地
域
医
療
支
援
病
院
逆
紹
介

率
」
と
い
う
。
)が

３
０
％
を
上
回
る
こ
と
 

地
域
医
療
支
援
病
院
逆
紹
介
率
＝
(逆

紹
介
患
者
の
数
／
初
診
患

者
の
数
)×

１
０
０
 

ウ
）
 
地
域
医
療
支
援
病
院
紹
介
率
が
４
０
％
を
上
回
り
、
か
つ
、

地
域
医
療
支
援
病
院
逆
紹
介
率
が
６
０
％
を
上
回
る
こ
と
 

     ウ
）
 

地
域
医
療
支
援
病
院
紹
介
率
 

５
３
．
２
％
 

地
域
医
療
支
援
病
院
逆
紹
介
率
 

６
３
．
４
％
 

     

        ○
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医
療
法
 

医
療
法
施
行
規
則
 

○
医
療
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
つ
い
て
 

(平
成
一
〇
年
五
月
一
九
日
(健

政
発
第
六
三
九
号
) 

審
査
結
果
 

判
定
 

前
記
の
地
域
医
療
支
援
病
院
紹
介
率
及
び
地
域
医
療
支
援
病
院

逆
紹
介
率
の
算
定
式
に
お
い
て
、「

紹
介
患
者
の
数
」、
「
救
急
患
者

の
数
」、
「
初
診
患
者
の
数
」、
「
逆
紹
介
患
者
の
数
」
と
は
そ
れ
ぞ
れ

次
の
値
の
申
請
を
行
う
年
度
の
前
年
度
の
数
を
い
う
も
の
で
あ
る

こ
と
。
 

「
紹
介
患
者
の
数
」：

開
設
者
と
直
接
関
係
の
な
い
他
の
病
院
又
は
診

療
所
か
ら
紹
介
状
に
よ
り
紹
介
さ
れ
た
者
の
数

(初
診
の
患
者
に
限
る
。
ま
た
、
紹
介
元
で
あ
る

他
の
病
院
又
は
診
療
所
の
医
師
か
ら
の
電
話
情

報
に
よ
り
地
域
医
療
支
援
病
院
の
医
師
が
紹
介

状
に
転
記
す
る
場
合
及
び
他
の
病
院
又
は
診
療

所
等
に
お
け
る
検
診
の
結
果
、
精
密
検
診
を
必
要

と
さ
れ
た
患
者
の
精
密
検
診
の
た
め
の
受
診
で
、

紹
介
状
又
は
検
査
票
等
に
、
紹
介
目
的
、
検
査
結

果
等
に
つ
い
て
そ
の
記
載
が
な
さ
れ
て
い
る
場

合
を
含
む
。
) 

「
救
急
患
者
の
数
」：

緊
急
的
に
入
院
し
治
療
を
必
要
と
し
た
救
急
患

者
の
数
(初

診
の
患
者
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
) 

「
初
診
患
者
の
数
」：

初
診
患
者
の
総
数
(当

該
地
域
医
療
支
援
病
院
が

新
法
第
三
〇
条
の
三
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た

医
療
計
画
に
お
い
て
位
置
付
け
ら
れ
た
救
急
医

療
事
業
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
救
急
医

療
事
業
に
お
い
て
休
日
又
は
夜
間
に
受
診
し
た

救
急
患
者
の
数
(初

診
の
患
者
に
限
る
。
ま
た
、

緊
急
的
に
入
院
し
治
療
を
必
要
と
し
た
救
急
患

者
の
数
を
除
く
。
)を

除
く
。
) 

「
逆
紹
介
患
者
の
数
」：

地
域
医
療
支
援
病
院
か
ら
他
の
病
院
又
は
診

療
所
に
紹
介
し
た
者
の
数
 

②
 
前
記
①
に
お
い
て
「
初
診
患
者
」
と
は
、
診
療
報
酬
点
数
表
に
お

い
て
初
診
時
基
本
診
療
料
若
し
く
は
紹
介
患
者
初
診
時
基
本
診
療

料
又
は
初
診
料
若
し
く
は
紹
介
患
者
初
診
料
を
算
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
患
者
及
び
社
会
保
険
診
療
以
外
の
患
者
の
う
ち
こ
れ
に
相

                            ―
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医
療
法
 

医
療
法
施
行
規
則
 

○
医
療
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
つ
い
て
 

(平
成
一
〇
年
五
月
一
九
日
(健

政
発
第
六
三
九
号
) 

審
査
結
果
 

判
定
 

当
す
る
患
者
を
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

③
 
前
記
①
に
お
い
て
「
逆
紹
介
患
者
」
と
は
、
診
療
報
酬
点
数
表
に

お
い
て
診
療
情
報
提
供
料
を
算
定
し
た
患
者
及
び
社
会
保
険
診
療

以
外
の
患
者
の
う
ち
こ
れ
に
相
当
す
る
患
者
を
い
う
も
の
で
あ
る

こ
と
。
 

④
 
前
記
①
に
お
い
て
、
紹
介
状
に
は
、
紹
介
患
者
の
氏
名
、
年
齢
、

性
別
、
傷
病
名
又
は
紹
介
目
的
、
紹
介
元
医
療
機
関
名
、
紹
介
元
医

師
名
、
そ
の
他
紹
介
を
行
う
医
師
に
お
い
て
必
要
と
認
め
る
事
項
を

記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

⑤
 
前
記
①
の
ア

)
に
関
し
て
、
地
域
医
療
支
援
病
院
紹
介
率
が
６

０
％
以
上
で
あ
る
が
①
の
イ
)の

要
件
に
該
当
し
な
い
場
合
で
あ
っ

て
も
、
承
認
後
２
年
間
で
当
該
紹
介
率
が
８
０
％
を
達
成
す
る
こ
と

が
見
込
ま
れ
る
病
院
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
知
事
が
地
域
の
実
状

に
応
じ
て
、
具
体
的
な
年
次
計
画
の
提
出
を
求
め
た
上
で
、
承
認
し

て
差
し
支
え
な
い
こ
と
。
 

な
お
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
承
認
後
、
２
年
間
の
年
次
計
画
が

達
成
さ
れ
な
い
場
合
は
、
地
域
医
療
支
援
病
院
の
承
認
の
取
消
し
を

行
う
こ
と
と
な
る
が
、
合
理
的
な
努
力
を
行
っ
た
も
の
と
認
め
ら
れ

る
場
合
に
は
、
都
道
府
県
知
事
は
都
道
府
県
医
療
審
議
会
の
意
見
を

聴
い
て
、
１
年
に
限
り
計
画
期
間
の
延
長
を
認
め
て
差
し
支
え
な
い

も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
承
認
後
３
年
を
経
過
し
て
な
お
年
次

計
画
が
達
成
さ
れ
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
都
道
府
県
医
療
審
議
会

の
意
見
を
聴
い
た
上
で
、
そ
の
承
認
の
取
扱
い
を
決
定
さ
れ
た
い
こ

と
。
 

⑥
 
地
域
医
療
支
援
病
院
紹
介
率
又
は
地
域
医
療
支
援
病
院
逆
紹
介

率
の
算
定
に
当
た
っ
て
、
紹
介
元
又
は
逆
紹
介
先
が
特
定
の
医
療
機

関
に
偏
っ
て
い
る
場
合
は
、
地
域
に
お
け
る
医
療
の
確
保
の
た
め
に

必
要
な
支
援
を
行
う
と
い
う
地
域
医
療
支
援
病
院
の
趣
旨
に
反
す

る
こ
と
か
ら
、
法
第
１
６
条
の
２
第
７
号
及
び
施
行
規
則
第
９
条
の

１
９
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
地
域
医
療
支
援
病
院
内
に
設

置
さ
れ
る
委
員
会
に
お
い
て
対
応
策
を
審
議
さ
せ
る
こ
と
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
対
応
策
の
進
捗
状
況
等
に
よ
っ
て
は
、
必
要
に
応
じ
、

 ―
 

   ―
 

   ―
 

              ◎
紹
介
元
医
療
機
関
一
覧

61
9
件
 

◎
紹
介
先
医
療
機
関
一
覧

89
2
件
 

      

                        ○
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医
療
法
 

医
療
法
施
行
規
則
 

○
医
療
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
つ
い
て
 

(平
成
一
〇
年
五
月
一
九
日
(健

政
発
第
六
三
九
号
) 

審
査
結
果
 

判
定
 

都
道
府
県
医
療
審
議
会
で
審
議
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
い
こ
と
。
 

 (二
) 

共
同
利
用
の
実
施
 

ア
）
 
当
該
病
院
の
施
設
・
設
備
が
当
該
病
院
の
存
す
る
地
域
の
全

て
の
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
利
用
の
た
め
に
開
放
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
た
め
の
共
同
利
用
に
関
わ
る
規
定
が
病
院
の
運
営
規
定
等

に
明
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

イ
）
 
共
同
利
用
を
行
お
う
と
す
る
当
該
二
次
医
療
圏
に
所
在
す
る

医
療
機
関
の
登
録
制
度
(以

下
「
利
用
医
師
等
登
録
制
度
」
と
い

う
。
)を

設
け
、
当
該
地
域
医
療
支
援
病
院
の
開
設
者
と
直
接
関

係
の
な
い
医
療
機
関
が
現
に
共
同
利
用
を
行
っ
て
い
る
全
医
療

機
関
の
５
割
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 

   ウ
）
 
利
用
医
師
等
登
録
制
度
の
実
施
に
あ
た
る
担
当
者
を
定
め
、

施
行
規
則
第
９
条
の
１
６
第
１
号
ロ
及
び
ハ
に
規
定
す
る
登
録

さ
れ
た
医
療
機
関
等
と
の
協
議
、
共
同
利
用
に
関
す
る
情
報
の
提

供
等
連
絡
・
調
整
の
業
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
。
 

エ
）
 
共
同
利
用
の
た
め
の
専
用
の
病
床
と
し
て
、
共
同
利
用
の
実

績
を
踏
ま
え
つ
つ
、
他
医
療
機
関
の
利
用
の
申
し
出
に
適
切
か
つ

速
や
か
に
対
応
で
き
る
病
床
数
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

   ◎
開
放
病
床
運
営
要
綱
他
 

◎
一
関
市
医
師
会
と
覚
書
締
結
 

  ◎
施
設
・
設
備
等
共
同
利
用
登
録
医

規
程
 

◎
施
設
・
設
備
等
共
同
利
用
に
関
す

る
規
定
 

 ２
５
医
療
機
関
登
録
 

全
て
開
設
者
と
直
接
関
係
な
し
 

（
１
０
割
）
 

担
当
者
：
川
守
田
 
厚
 

 
 
 
（
地
域
医
療
科
長
・
医
師
）
 

  開
放
病
床
 
５
床
 

＜
参
考
＞
 

①
中
部
病
院
の
例
（
５
床
）
 

②
開
放
型
病
院
の
要
件
が
５
床
以

上
 

 

   ○
    ○
     ○
    ○
  

二
 
救
急
医
療
を
提
供
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
。
 

 
(三

) 
救
急
医
療
の
提
供
 

ア
）
 
２
４
時
間
体
制
で
入
院
治
療
を
必
要
と
す
る
重
症
救
急
患
者

に
必
要
な
検
査
、
治
療
が
で
き
る
よ
う
、
通
常
の
当
直
体
制
の
外

に
重
症
救
急
患
者
の
受
入
れ
に
対
応
で
き
る
医
師
等
医
療
従
事

者
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
重
症
救
急
患
者
の
た
め
に
優

先
的
に
使
用
で
き
る
病
床
又
は
専
用
病
床
が
確
保
さ
れ
て
い
る

こ
と
。
 

 ・
 
救
急
告
示
病
院
 

・
 
重
症
救
急
患
者
の
受
入
に
対

応
で
き
る
医
療
従
事
者
：

41

人
（
当
直
２
～
３
人
体
制
）
 

・
 
優
先
的
に
使
用
で
き
る
病
床

24
床
 

 ○
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医
療
法
 

医
療
法
施
行
規
則
 

○
医
療
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
つ
い
て
 

(平
成
一
〇
年
五
月
一
九
日
(健

政
発
第
六
三
九
号
) 

審
査
結
果
 

判
定
 

 

 な
お
、
特
定
の
診
療
科
に
お
い
て
２
４
時
間
体
制
で
重
症
救
急

患
者
の
受
入
れ
に
対
応
で
き
る
体
制
が
確
保
さ
れ
て
い
れ
ば
差

し
支
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

イ
）
 
入
院
治
療
を
必
要
と
す
る
重
症
救
急
患
者
に
必
要
な
検
査
、

治
療
を
行
う
た
め
に
必
要
な
診
療
施
設
(診

察
室
、
処
置
室
、
検

査
室
等
)を

有
し
、
２
４
時
間
使
用
可
能
な
体
制
が
確
保
さ
れ
て

い
る
こ
と
。
 

         ウ
）
 
救
急
自
動
車
に
よ
る
傷
病
者
の
搬
入
に
適
し
た
構
造
設
備
を

有
し
て
い
る
こ
と
。
 

・
全
標
榜
科
で
受
入
 

 ◎
集
中
治
療
室
 

21
8
号
室
～
22
0
号
室
 

・
 
地
域
医
療
支
援
病
院
に
お
け

る
集
中
治
療
室
は
、
当
該
病
院

の
実
情
に
応
じ
適
当
な
構
造

設
備
を
有
す
る
こ
と
と
し
て

い
る
。
 

・
 

21
8・

21
9
号
室
（
１
床
）、

22
0

号
室
（
２
床
）
は
集
中
治
療
管

理
を
行
う
広
さ
を
有
し
、
人
工

呼
吸
装
置
、
患
者
監
視
装
置
、

酸
素
設
備
を
設
備
し
、
24

時

間
体
制
で
重
症
救
急
患
者
の

受
入
れ
に
対
応
で
き
る
体
制

を
確
保
し
て
い
る
。
 

 ◎
 
平
面
図
他
 

 

     ○
             ○
 

三
 
地
域
の
医
療
従
事
者
の
資
質
の
向
上
を
図
る

た
め
の
研
修
を
行
わ
せ
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
。
 

 
(四

) 
地
域
の
医
療
従
事
者
に
対
す
る
研
修
の
実
施
 

ア
）
 
必
要
な
図
書
等
を
整
備
し
、
以
下
の
よ
う
な
研
修
を
定
期
的

に
行
う
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

・
地
域
の
医
師
等
を
含
め
た
症
例
検
討
会
 

・
医
学
・
医
療
に
関
す
る
講
習
会
 

イ
）
 
研
修
目
標
、
研
修
計
画
、
研
修
指
導
体
制
そ
の
他
研
修
の
実

施
の
た
め
に
必
要
な
事
項
を
定
め
た
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
成

し
て
い
る
こ
と
。
 

ウ
）
 
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
管
理
及
び
評
価
を
行
う
た
め
に
、
病
院

内
に
研
修
全
体
に
つ
い
て
の
教
育
責
任
者
及
び
研
修
委
員
会
が

設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

 

 ◎
図
書
室
の
手
引
き
 

◎
地
域
医
療
研
修
実
施
要
綱
他
 

  ◎
地
域
医
療
研
修
実
施
要
綱
他
 

  責
任
者
：
川
守
田
地
域
医
療
連
携
室

長
（
医
師
）
 

研
修
委
員
会
：
地
域
医
療
福
祉
連
携

室
運
営
委
員
会
 

 ○
    ○
   ○
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医
療
法
 

医
療
法
施
行
規
則
 

○
医
療
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
つ
い
て
 

(平
成
一
〇
年
五
月
一
九
日
(健

政
発
第
六
三
九
号
) 

審
査
結
果
 

判
定
 

エ
）
 
研
修
の
実
施
の
た
め
に
必
要
な
施
設
及
び
設
備
を
有
し
て
い

る
こ
と
。
 

多
目
的
会
議
室
 

会
議
室
Ａ
 

○
 

四
 
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
以
上
の
患
者
を

入
院
さ
せ
る
た
め
の
施
設
を
有
す
る
こ
と
。
 

第
六
条
の
二
 
法
第
四
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定

す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
は
二
百
と
す

る
。
た
だ
し
、
都
道
府
県
知
事
が
、
地
域
に
お

け
る
医
療
の
確
保
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
認

め
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

(五
) 

病
床
規
模
 

原
則
２
０
０
床
で
あ
る
こ
と
。
そ
の
場
合
に
お
い
て
、

病
床
の
種
別
は
問
わ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

「
都
道
府
県
知
事
が
、
地
域
に
お
け
る
医
療
の
確
保
の
た
め
に
必

要
で
あ
る
と
認
め
た
と
き
」
と
は
、
他
の
承
認
要
件
を
満
た
し
て
い

る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
 

①
 
当
該
病
院
が
所
在
す
る
二
次
医
療
圏
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た

医
療
計
画
を
踏
ま
え
、
地
域
医
療
の
確
保
の
観
点
か
ら
、
当
該
病

院
に
対
し
て
承
認
を
与
え
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
た
場
合
。
 

②
 
精
神
科
等
単
科
の
病
院
で
あ
っ
て
、
当
該
診
療
科
に
関
し
て
地

域
に
お
け
る
医
療
の
確
保
の
観
点
か
ら
、
承
認
を
与
え
る
こ
と
が

適
当
と
認
め
た
場
合
。
 

を
念
頭
に
お
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

 一
般
３
０
５
床
 

結
核
 
１
０
床
 

 ○
 

五
 
第
二
十
一
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
八
号
ま

で
（
各
科
専
門
の
診
察
室
、
手
術
室
、
処
置
室
、

臨
床
検
査
施
設
、
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
、
調
剤
所
、

給
食
施
設
）
及
び
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で

（
診
療
科
名
に
産
婦
人
科
又
は
産
科
を
有
る
病

院
の
場
合
は
分
娩
室
及
び
新
生
児
の
入
浴
施
設
、

療
養
病
床
を
有
す
る
病
院
の
場
合
は
機
能
訓
練

室
・
談
話
室
・
食
堂
・
浴
室
、
消
毒
施
設
及
び
洗

濯
施
設
（
委
託
の
場
合
を
除
く
）
）
並
び
に
第
二

十
二
条
第
一
号
（
集
中
治
療
室
）
及
び
第
四
号
か

ら
第
九
号
ま
で
（
化
学
、
最
近
及
び
病
理
の
検
査

施
設
、
病
理
解
剖
室
、
研
究
室
、
講
義
室
、
図
書

室
、
救
急
用
又
は
患
者
輸
送
用
自
動
車
、
医
薬
品

情
報
管
理
室
）
に
規
定
す
る
施
設
を
有
す
る
こ

と
。
 

 
 

各
科
専
門
の
診
察
室
 

手
術
室
 

処
置
室
 

臨
床
検
査
施
設
 

エ
ッ
ク
ス
線
装
置
 

調
剤
所
 

給
食
施
設
 

分
娩
室
及
び
新
生
児
の
入
浴
施
設

（
産
婦
人
科
・
産
科
標
榜
の
場
合
に

限
る
）
 

機
能
訓
練
室
（
療
養
病
床
が
あ
る
場

合
に
限
る
）
 

消
毒
施
設
及
び
洗
濯
施
設
（
委
託
の

場
合
を
除
く
）
 

集
中
治
療
室
 

化
学
、
細
菌
及
び
病
理
の
検
査
施
設
 

病
理
解
剖
室
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
   ―
  ○
  ○
 

○
 

○
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医
療
法
 

医
療
法
施
行
規
則
 

○
医
療
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
つ
い
て
 

(平
成
一
〇
年
五
月
一
九
日
(健

政
発
第
六
三
九
号
) 

審
査
結
果
 

判
定
 

研
究
室
 

講
義
室
 

図
書
室
 

救
急
用
又
は
患
者
輸
送
用
自
動
車
、

医
薬
品
情
報
管
理
室
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

六
 
そ
の
施
設
の
構
造
設
備
が
第
二
十
一
条
第
一

項
及
び
第
二
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。
 

（
第
２
０
条
、
第
２
１
条
の
５
）
 

 
別
記
記
載
 

 

第
十
六
条
の
二

 
地
域
医
療
支
援
病
院
の
管
理
者

は
、
厚
生
労
働
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 

第
九
条
の
十
六
 
地
域
医
療
支
援
病
院
の
管
理
者

は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
法
第
十
六

条
の
二
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
に
掲
げ
る

事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

五
 
管
理
者
の
業
務
遂
行
方
法
 

 
 

一
 
当
該
病
院
の
建
物
の
全
部
若
し
く
は
一
部
、
設

備
、
器
械
又
は
器
具
を
、
当
該
病
院
に
勤
務
し
な

い
医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
、
看
護
師
そ
の
他

の
医
療
従
事
者
の
診
療
、
研
究
又
は
研
修
の
た
め

に
利
用
さ
せ
る
こ
と
。
 

一
 
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
共
同
利
用
を

実
施
す
る
こ
と
。
 

イ
 
共
同
利
用
の
円
滑
な
実
施
の
た
め
の
体
制
を

確
保
す
る
こ
と
。
 

ロ
 
共
同
利
用
に
係
る
医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤

師
、
看
護
師
そ
の
他
の
医
療
従
事
者
と
協
議
の

上
、
共
同
利
用
の
対
象
と
な
る
当
該
病
院
の
建

物
、
設
備
、
器
械
又
は
器
具
の
範
囲
を
あ
ら
か

じ
め
定
め
る
こ
と
。
 

ハ
 
共
同
利
用
の
対
象
と
な
る
当
該
病
院
の
建

物
、
設
備
、
器
械
又
は
器
具
の
範
囲
そ
の
他
の

共
同
利
用
に
関
す
る
情
報
を
、
当
該
地
域
の
医

師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
、
看
護
師
そ
の
他
の

医
療
従
事
者
に
対
し
提
供
す
る
こ
と
。
 

ニ
 
共
同
利
用
の
た
め
の
専
用
の
病
床
を
常
に
確

保
す
る
こ
と
。
 

(一
) 

共
同
利
用
の
実
施
 

①
 
「
共
同
利
用
の
円
滑
な
実
施
の
た
め
の
体
制
」
 

ア
）
 
当
該
病
院
の
施
設
・
設
備
が
当
該
病
院
の
存
す
る
地
域
の
全

て
の
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
利
用
の
た
め
に
開
放
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
た
め
の
開
放
利
用
に
関
わ
る
規
定
が
病
院
の
運
営
規
定
等

に
明
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

イ
）
 
利
用
医
師
等
登
録
制
度
を
設
け
、
当
該
地
域
医
療
支
援
病
院

の
開
設
者
と
直
接
関
係
の
な
い
医
療
機
関
が
現
に
共
同
利
用
を

行
っ
て
い
る
全
医
療
機
関
の
５
割
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 

ウ
）
 
利
用
医
師
等
登
録
制
度
の
実
施
に
あ
た
る
担
当
者
を
定
め
、

施
行
規
則
第
９
条
の
１
６
第
１
号
ロ
及
び
ハ
に
規
定
す
る
登
録

さ
れ
た
医
療
機
関
等
と
の
協
議
、
共
同
利
用
に
関
す
る
情
報
の
提

供
等
連
絡
・
調
整
の
業
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
。
 

 

②
 
「
専
用
の
病
床
」
 

共
同
利
用
の
実
績
を
踏
ま
え
つ
つ
、
他
医
療
機
関
の
利
用
の
申
し

出
に
適
切
か
つ
速
や
か
に
対
応
で
き
る
病
床
数
が
確
保
さ
れ
て
い

る
こ
と
。
ま
た
、
他
の
病
床
の
利
用
状
況
等
の
事
情
か
ら
や
む
を
得

ず
共
同
利
用
に
係
る
患
者
以
外
の
患
者
を
一
時
的
に
収
容
す
る
こ

  
＜
既
審
査
事
項
＞
 

     
＜
既
審
査
事
項
＞
 

   
＜
既
審
査
事
項
＞
 

      
＜
既
審
査
事
項
＞
 

 ○
     ○
   ○
      ○
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医
療
法
 

医
療
法
施
行
規
則
 

○
医
療
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
つ
い
て
 

(平
成
一
〇
年
五
月
一
九
日
(健

政
発
第
六
三
九
号
) 

審
査
結
果
 

判
定
 

と
は
差
し
支
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

二
 
救
急
医
療
を
提
供
す
る
こ
と
。
 

二
 
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
救
急
医
療
を

提
供
す
る
こ
と
。
 

イ
 
重
症
の
救
急
患
者
に
対
し
医
療
を
提
供
す
る

体
制
を
常
に
確
保
す
る
こ
と
。
 

            ロ
 
他
の
病
院
、
診
療
所
等
か
ら
の
救
急
患
者
を

円
滑
に
受
け
入
れ
る
体
制
を
確
保
す
る
こ
と
。
 

(二
) 

救
急
医
療
の
提
供
 

 ①
 
「
重
症
の
救
急
患
者
に
対
し
医
療
を
提
供
す
る
体
制
」
 

ア
）
 
２
４
時
間
体
制
で
入
院
治
療
を
必
要
と
す
る
重
症
救
急
患
者

に
必
要
な
検
査
、
治
療
が
で
き
る
よ
う
、
通
常
の
当
直
体
制
の
外

に
重
症
救
急
患
者
の
受
入
れ
に
対
応
で
き
る
医
師
等
医
療
従
事

者
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
重
症
救
急
患
者
の
た
め
に
優

先
的
に
使
用
で
き
る
病
床
又
は
専
用
病
床
が
確
保
さ
れ
て
い
る

こ
と
。
 

な
お
、
特
定
の
診
療
科
に
お
い
て
２
４
時
間
体
制
で
重
症
救
急

患
者
の
受
入
れ
に
対
応
で
き
る
体
制
が
確
保
さ
れ
て
い
れ
ば
差

し
支
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

イ
）
 
入
院
治
療
を
必
要
と
す
る
重
症
救
急
患
者
に
必
要
な
検
査
、

治
療
を
行
う
た
め
に
必
要
な
診
療
施
設
(診

察
室
、
処
置
室
、
検

査
室
等
)を

有
し
、
２
４
時
間
使
用
可
能
な
体
制
が
確
保
さ
れ
て

い
る
こ
と
。
 

②
 
「
他
の
病
院
、
診
療
所
等
か
ら
の
救
急
患
者
を
円
滑
に
受
け
入

れ
る
体
制
」
 

→
 
救
急
自
動
車
に
よ
る
傷
病
者
の
搬
入
に
適
し
た
構
造
設
備
を

有
し
て
い
る
こ
と
を
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

③
 
救
急
医
療
の
提
供
は
、
必
ず
し
も
当
該
病
院
が
標
榜
す
る
診
療

科
全
て
に
お
い
て
行
う
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
は
な
い
が
、
一
部

の
診
療
科
に
つ
い
て
実
施
す
る
場
合
に
は
、
予
め
都
道
府
県
担
当

部
局
、
消
防
機
関
等
関
係
機
関
に
対
し
て
そ
の
旨
を
通
知
し
て
お

く
こ
と
。
 

    
＜
既
審
査
事
項
＞
 

         
＜
既
審
査
事
項
＞
 

    
＜
既
審
査
事
項
＞
 

   

＜
既
審
査
事
項
＞
 

   ○
         ○
    ○
    ○
  

三
 
地
域
の
医
療
従
事
者
の
資
質
の
向
上
を
図
る

た
め
の
研
修
を
行
わ
せ
る
こ
と
。
 

三
 
地
域
の
医
療
従
事
者
の
資
質
の
向
上
を
図
る

た
め
に
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
す
る
生
涯
教
育
そ

の
他
の
研
修
を
適
切
に
行
わ
せ
る
こ
と
。
 

(三
) 

地
域
の
医
療
従
事
者
に
対
す
る
研
修
の
実
施
 

①
 
「
生
涯
教
育
そ
の
他
の
研
修
を
適
切
に
行
わ
せ
る
こ

と
」
 

   
＜
既
審
査
事
項
＞
 

  ○
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医
療
法
 

医
療
法
施
行
規
則
 

○
医
療
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
つ
い
て
 

(平
成
一
〇
年
五
月
一
九
日
(健

政
発
第
六
三
九
号
) 

審
査
結
果
 

判
定
 

ア
）
 
必
要
な
図
書
等
を
整
備
し
、
以
下
の
よ
う
な
研
修
を
定
期
的

に
行
う
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

・
地
域
の
医
師
等
を
含
め
た
症
例
検
討
会
 

・
医
学
・
医
療
に
関
す
る
講
習
会
 

イ
）
 
研
修
目
標
、
研
修
計
画
、
研
修
指
導
体
制
そ
の
他
研
修
の
実

施
の
た
め
に
必
要
な
事
項
を
定
め
た
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
成

し
て
い
る
こ
と
。
 

ウ
）
 
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
管
理
及
び
評
価
を
行
う
た
め
に
、
病
院

内
に
研
修
全
体
に
つ
い
て
の
教
育
責
任
者
及
び
研
修
委
員
会
が

設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

エ
）
 
研
修
の
実
施
の
た
め
に
必
要
な
施
設
及
び
設
備
を
有
し
て
い

る
こ
と
。
 

②
 
本
号
に
規
定
す
る
研
修
は
、
医
師
法
第
１
６
条
の
２
に
規
定
す

る
臨
床
研
修
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
主
と
し
て

既
に
地
域
に
お
い
て
開
業
し
て
い
る
又
は
勤
務
し
て
い
る
医
師
、

歯
科
医
師
、
薬
剤
師
及
び
看
護
婦
等
に
対
す
る
、
こ
れ
ら
の
者
の

資
質
の
向
上
を
図
る
た
め
の
研
修
を
指
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

   ③
 
当
該
病
院
に
お
い
て
は
、
地
域
の
医
療
従
事
者
の
資
質
の
一
層

の
向
上
を
図
る
た
め
、
研
修
の
実
施
と
と
も
に
、
地
域
の
医
師
等

が
行
う
地
域
医
療
に
関
す
る
研
究
、
保
健
医
療
活
動
へ
の
援
助
を

行
う
ほ
か
、
疾
病
や
医
薬
品
情
報
等
の
保
健
医
療
情
報
を
収
集
検

討
し
、
地
域
の
医
師
等
に
提
供
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
も
の
で
あ

る
こ
と
。
 

    
＜
既
審
査
事
項
＞
 

   
＜
既
審
査
事
項
＞
 

   
＜
既
審
査
事
項
＞
 

 ◎
「
岩
手
県
立
磐
井
病
院
地
域
医
療

従
事
者
に
対
す
る
研
修
に
関
す
る

規
程
」
第

2
条
（
研
修
対
象
者
）
に

お
い
て
、
研
修
会
等
の
対
象
者
を
、

両
磐
圏
域
に
お
い
て
開
業
又
は
勤

務
し
て
い
る
医
師
、
歯
科
医
師
、
薬

剤
師
、
看
護
師
等
と
し
て
い
る
。
 

 ◎
同
規
程
第

3
条
（
研
修
及
び
研
修

プ
ロ
グ
ラ
ム
）
に
お
い
て
、
研
修
会
、

講
演
会
講
師
派
遣
な
ど
の
保
健
医

療
活
動
等
へ
の
援
助
、
医
学
、
薬
学

等
に
関
す
る
情
報
提
供
な
ど
に
つ

い
て
規
定
し
て
い
る
。
 

   ○
   ○
   ○
  ○
        ○
     

四
 
第
二
十
二
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る

諸
記
録
（
診
療
に
関
す
る
諸
記
録
、
病
院
の
管
理

及
び
運
営
に
関
す
る
諸
記
録
）
を
体
系
的
に
管
理

す
る
こ
と
。
 

四
 
診
療
並
び
に
病
院
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す

る
諸
記
録
の
管
理
に
関
す
る
責
任
者
及
び
担
当

者
を
定
め
、
諸
記
録
を
適
切
に
分
類
し
て
管
理

す
る
こ
と
。
 

(四
) 

諸
記
録
の
管
理
 

①
 
「
診
療
並
び
に
病
院
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
諸
記
録
の
管

理
に
関
す
る
責
任
者
及
び
担
当
者
」
 

→
 
業
務
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
れ
ば
、
必
ず
し
も
専
任
の
者
で

な
く
と
も
差
し
支
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

②
 
諸
記
録
の
管
理
方
法
は
、
病
院
の
実
状
に
照
ら
し
適
切
な
も
の

 責
任
者
 
加
藤
院
長
 

担
当
者
 
佐
藤
医
事
経
営
課
長
 

   

 ○
 



13
 

医
療
法
 

医
療
法
施
行
規
則
 

○
医
療
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
つ
い
て
 

(平
成
一
〇
年
五
月
一
九
日
(健

政
発
第
六
三
九
号
) 

審
査
結
果
 

判
定
 

で
あ
れ
ば
、
必
ず
し
も
病
院
全
体
で
集
中
管
理
す
る
方
法
で
な
く

と
も
差
し
支
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
分
類
方
法
に
つ

い
て
も
、
病
院
の
実
状
に
照
ら
し
、
適
切
な
も
の
で
あ
れ
ば
差
し

支
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

五
 
当
該
地
域
医
療
支
援
病
院
に
患
者
を
紹
介
し

よ
う
と
す
る
医
師
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
者
か
ら
第
二
十
二
条
第
二
号
又
は
第
三
号

に
掲
げ
る
諸
記
録
の
閲
覧
を
求
め
ら
れ
た
と
き

は
、
正
当
の
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
諸

記
録
の
う
ち
患
者
の
秘
密
を
害
す
る
お
そ
れ
の

な
い
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も

の
を
閲
覧
さ
せ
る
こ
と
。
 

五
 
診
療
並
び
に
病
院
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す

る
諸
記
録
の
閲
覧
に
関
す
る
責
任
者
、
担
当
者

及
び
閲
覧
の
求
め
に
応
じ
る
場
所
を
定
め
、
当

該
場
所
を
見
や
す
い
よ
う
掲
示
す
る
こ
と
。
 

 第
九
条
の
十
七
 
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
五

号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者

は
、
地
方
公
共
団
体
及
び
当
該
地
域
医
療
支
援

病
院
に
患
者
を
紹
介
し
よ
う
と
す
る
歯
科
医
師

と
す
る
。
 

第
九
条
の
十
八
 
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
五

号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の

は
、
共
同
利
用
の
実
績
、
救
急
医
療
の
提
供
の

実
績
、
地
域
の
医
療
従
事
者
の
資
質
の
向
上
を

図
る
た
め
の
研
修
の
実
績
、
閲
覧
実
績
並
び
に

紹
介
患
者
に
対
す
る
医
療
提
供
及
び
他
の
病
院

又
は
診
療
所
に
対
す
る
患
者
紹
介
の
実
績
の
数

を
明
ら
か
に
す
る
帳
簿
と
す
る
。
 

(五
) 

諸
記
録
の
閲
覧
 

①
 
「
診
療
並
び
に
病
院
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
諸
記
録
の
閲

覧
に
関
す
る
責
任
者
、
担
当
者
」
 

→
 
業
務
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
れ
ば
、
必
ず
し
も
専
任
の
者
で

な
く
と
も
差
し
支
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

②
 
「
閲
覧
の
求
め
に
応
じ
る
場
所
」
 

→
 
閲
覧
に
支
障
が
な
け
れ
ば
、
必
ず
し
も
閲
覧
専
用
の
場
所
で
な

く
と
も
差
し
支
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
な
お
、
閲
覧
に
供
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
諸
記
録
が
散
逸
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
十
分

に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

 ○
診
療
に
関
わ
る
諸
記
録
 

責
任
者
 
中
村
副
院
長
 

担
当
者
 
中
村
主
任
 

場
所
 
限
定
し
な
い
（
職
員
の
立
会

い
必
須
）
 

○
管
理
に
関
わ
る
諸
記
録
 

責
任
者

 
川
守
田
地
域
医
療
福
祉

連
携
室
長
 

担
当
者
 
吉
田
主
任
 

場
所
 
地
域
医
療
連
携
室
 

 閲
覧
請
求
者
の
範
囲
 
施
設
・
設
備

共
同
利
用
登
録
医
 

 ○
    ○
   

六
 
他
の
病
院
又
は
診
療
所
か
ら
紹
介
さ
れ
た
患

者
に
対
し
、
医
療
を
提
供
す
る
こ
と
。
 

第
九
条
の
十
六
 

六
 
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
紹
介
患
者
に

対
し
、
医
療
を
提
供
す
る
こ
と
。
 

イ
 
そ
の
管
理
す
る
病
院
に
お
け
る
医
療
の
提
供

は
、
原
則
と
し
て
紹
介
患
者
に
対
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。
 

 ロ
 
必
要
な
医
療
を
提
供
し
た
紹
介
患
者
に
対

し
、
そ
の
病
状
に
応
じ
て
、
当
該
紹
介
を
行
っ

た
医
療
機
関
そ
の
他
の
適
切
な
医
療
機
関
を
紹

(六
) 

紹
介
患
者
に
対
す
る
医
療
提
供
 

①
 
「
そ
の
管
理
す
る
病
院
に
お
け
る
医
療
の
提
供
は
、
原
則
と
し

て
紹
介
患
者
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
」
 

→
 
い
わ
ゆ
る
紹
介
外
来
制
を
原
則
と
し
て
い
る
こ
と
 

   ③
 
「
必
要
な
医
療
を
提
供
し
た
紹
介
患
者
に
対
し
、
そ
の
病
状
に

応
じ
て
、
当
該
紹
介
を
行
っ
た
医
療
機
関
そ
の
他
の
適
切
な
医
療

機
関
を
紹
介
す
る
こ
と
」
 

  
＜
既
判
断
事
項
＞
 

     ◎
退
院
支
援
マ
ニ
ュ
ア
ル
 

       ○
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医
療
法
 

医
療
法
施
行
規
則
 

○
医
療
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
つ
い
て
 

(平
成
一
〇
年
五
月
一
九
日
(健

政
発
第
六
三
九
号
) 

審
査
結
果
 

判
定
 

介
す
る
こ
と
。
 

→
 
具
体
的
な
数
値
を
示
す
も
の
で
は
な
い
が
、
地
域
医
療
支
援

病
院
に
お
け
る
紹
介
患
者
に
対
す
る
医
療
提
供
に
当
た
っ
て

は
、
そ
の
経
過
等
に
つ
い
て
紹
介
元
医
師
等
に
対
し
随
時
適
切

な
情
報
提
供
を
行
い
、
患
者
の
病
状
が
軽
快
し
た
場
合
等
に
お

い
て
は
、
患
者
の
住
み
慣
れ
た
身
近
な
地
域
で
医
療
を
提
供
す

る
と
い
う
観
点
か
ら
、
当
該
患
者
の
意
思
を
確
認
し
た
上
で
、

当
該
紹
介
元
医
師
等
に
対
し
て
当
該
患
者
を
紹
介
す
る
こ
と

等
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
紹
介
に
よ
ら
ず
直

接
受
診
し
た
患
者
に
対
し
て
も
、
紹
介
患
者
の
取
扱
い
に
準
じ

て
対
応
す
る
こ
と
。
 

七
 
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
 

第
九
条
の
十
九
 
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
七

号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項

は
、
当
該
病
院
に
勤
務
し
な
い
学
識
経
験
者
等

を
も
つ
て
主
と
し
て
構
成
さ
れ
る
委
員
会
を
当

該
病
院
内
に
設
置
す
る
こ
と
及
び
当
該
病
院
内

に
患
者
か
ら
の
相
談
に
適
切
に
応
じ
る
体
制
を

確
保
す
る
こ
と
と
す
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
委
員
会

は
、
地
域
に
お
け
る
医
療
の
確
保
の
た
め
に
必

要
な
支
援
に
係
る
業
務
に
関
し
、
当
該
業
務
が

適
切
に
行
わ
れ
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
審
議

し
、
必
要
に
応
じ
て
当
該
病
院
の
管
理
者
に
意

見
を
述
べ
る
も
の
と
す
る
。
 

(七
) 

地
域
医
療
支
援
病
院
内
に
設
け
ら
れ
る
委
員
会
 

①
 
当
該
地
域
医
療
支
援
病
院
が
、
地
域
の
か
か
り
つ
け
医
、
か
か

り
つ
け
歯
科
医
等
か
ら
の
要
請
に
適
切
に
対
応
し
、
地
域
に
お
け

る
医
療
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
支
援
を
行
う
よ
う
、
本
通
知

「
第
二
 
地
域
医
療
支
援
病
院
に
関
す
る
事
項
」
中
、
主
と
し
て

「
五

 
管
理
者
の
業
務
遂
行
方
法
」
に
定
め
ら
れ
た
各
事
項

((
七
)を

除
く
。
)に

関
す
る
業
務
遂
行
状
況
に
つ
い
て
審
議
し
、

当
該
病
院
の
管
理
者
に
意
見
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

②
 
同
委
員
会
は
、
当
該
地
域
医
療
支
援
病
院
の
所
在
す
る
地
域
の

医
療
を
確
保
す
る
上
で
重
要
な
関
係
を
有
す
る
者
を
中
心
に
構

成
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
例
え
ば
、
当
該
地
域
の
医
師
会
等

医
療
関
係
団
体
の
代
表
、
当
該
病
院
が
所
在
す
る
都
道
府
県
・
市

町
村
の
代
表
、
学
識
経
験
者
等
に
よ
り
構
成
す
る
こ
と
が
適
当
で

あ
る
こ
と
。
 

③
 
委
員
と
し
て
、
当
該
病
院
の
関
係
者
が
就
任
す
る
こ
と
を
妨
げ

る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
場
合
に
あ
っ
て
も
、
関
係
者
以
外
の

者
が
大
半
を
占
め
る
よ
う
留
意
す
る
こ
と
。
 

④
 
委
員
会
は
、
定
期
的
(最

低
四
半
期
に
一
回
程
度
)に

開
催
す
る

こ
と
を
原
則
と
し
、
そ
の
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
て
不
定
期
に
開
催

す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

⑤
 
当
該
病
院
の
管
理
者
は
、
委
員
会
か
ら
意
見
が
提
出
さ
れ
た
時

は
、
最
大
限
そ
れ
を
尊
重
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

 地
域
医
療
支
援
委
員
会
規
程
 

      医
師
会
等
代
表
４
名
 

行
政
機
関
２
名
 

学
識
経
験
者
１
名
 

磐
井
病
院
３
名
 

   
〃
 

  四
半
期
に
１
回
 

  規
程
第
５
条
第
４
項
 

 

 ○
       ○
      ○
   ○
   ○
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医
療
法
 

医
療
法
施
行
規
則
 

○
医
療
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
つ
い
て
 

(平
成
一
〇
年
五
月
一
九
日
(健

政
発
第
六
三
九
号
) 

審
査
結
果
 

判
定
 

 (八
) 

患
者
に
対
す
る
相
談
体
制
 

「
当
該
病
院
内
に
患
者
か
ら
の
相
談
に
適
切
に
応
じ
る
体
制
を

確
保
す
る
こ
と
」
 

→
 
病
院
内
に
患
者
相
談
窓
口
及
び
担
当
者
を
設
け
、
患
者
及
び
家

族
等
か
ら
の
苦
情
、
相
談
に
応
じ
ら
れ
る
体
制
を
確
保
す
る
こ

と
。
 

 ◎
医
療
相
談
運
営
マ
ニ
ュ
ア
ル
 

 

 ○
 

２
 
地
域
医
療
支
援
病
院
の
管
理
者
は
、
居
宅
等
に

お
け
る
医
療
を
提
供
す
る
医
療
提
供
施
設
、
介
護

保
険
法
第
八
条
第
四
項
 に

規
定
す
る
訪
問
看
護

を
行
う
同
法
第
四
十
一
条
第
一
項
 に

規
定
す
る

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
そ
の
他
の
居
宅
等

に
お
け
る
医
療
を
提
供
す
る
者
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
居
宅
等
医
療
提
供
施
設
等
」
と
い
う
。）

に
お
け
る
連
携
の
緊
密
化
の
た
め
の
支
援
、
医
療

を
受
け
る
者
又
は
地
域
の
医
療
提
供
施
設
に
対

す
る
居
宅
等
医
療
提
供
施
設
等
に
関
す
る
情
報

の
提
供
そ
の
他
の
居
宅
等
医
療
提
供
施
設
等
に

よ
る
居
宅
等
に
お
け
る
医
療
の
提
供
の
推
進
に

関
し
必
要
な
支
援
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 

◎
医
療
相
談
運
営
マ
ニ
ュ
ア
ル
 

○
 

第
二
十
二
条
 
地
域
医
療
支
援
病
院
は
、
前
条
第
一

項
（
第
九
号
を
除
く
。）

に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

厚
生
労
働
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に

掲
げ
る
施
設
を
有
し
、
か
つ
、
記
録
を
備
え
て
置

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
二
十
一
条
の
五
 
法
第
二
十
二
条
第
一
号
か
ら

第
八
号
ま
で
の
規
定
に
よ
る
施
設
及
び
記
録

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

六
 
構
造
設
備
・
記
録
 

 
 

一
 
集
中
治
療
室
 

一
 
集
中
治
療
室
、
化
学
、
細
菌
及
び
病
理
の
検

査
施
設
並
び
に
病
理
解
剖
室
は
、
当
該
病
院
の

実
状
に
応
じ
て
適
当
な
構
造
設
備
を
有
し
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(一
) 

「
当
該
病
院
の
実
状
に
応
じ
て
適
当
な
構
造
設
備
」
 

→
 
具
体
的
な
面
積
基
準
、
有
す
べ
き
設
備
を
定
め
る
も
の
で
は
な

く
、
当
該
病
院
の
病
床
規
模
、
病
床
の
種
別
等
に
応
じ
て
、
必
要

と
認
め
ら
れ
る
構
造
設
備
を
有
し
て
い
れ
ば
差
し
支
え
な
い
。
 

 
＜
記
判
断
事
項
＞
 

○
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医
療
法
 

医
療
法
施
行
規
則
 

○
医
療
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
つ
い
て
 

(平
成
一
〇
年
五
月
一
九
日
(健

政
発
第
六
三
九
号
) 

審
査
結
果
 

判
定
 

二
 
診
療
に
関
す
る
諸
記
録
 

二
 
診
療
に
関
す
る
諸
記
録
は
、
過
去
二
年
間
の

病
院
日
誌
、
各
科
診
療
日
誌
、
処
方
せ
ん
、
手

術
記
録
、
看
護
記
録
、
検
査
所
見
記
録
、
エ
ッ

ク
ス
線
写
真
、
紹
介
状
、
退
院
し
た
患
者
に
係

る
入
院
期
間
中
の
診
療
経
過
の
要
約
及
び
入
院

診
療
計
画
書
と
す
る
。
 

 
◎
添
付
５
．
６
 
診
療
並
び
に
病
院

の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
諸
記

録
の
管
理
方
法
 

○
 

三
 
病
院
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
諸
記
録
 

三
 
病
院
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
諸
記
録

は
、
共
同
利
用
の
実
績
、
救
急
医
療
の
提
供
の

実
績
、
地
域
の
医
療
従
事
者
の
資
質
の
向
上
を

図
る
た
め
の
研
修
の
実
績
、
閲
覧
実
績
並
び
に

紹
介
患
者
に
対
す
る
医
療
提
供
及
び
他
の
病
院

又
は
診
療
所
に
対
す
る
患
者
紹
介
の
実
績
を
明

ら
か
に
す
る
帳
簿
と
す
る
。
 

 
◎
添
付
５
．
６
 
診
療
並
び
に
病
院

の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
諸
記

録
の
管
理
方
法
 

○
 

四
 
化
学
、
細
菌
及
び
病
理
の
検
査
施
設
 

一
 

 
 
＜
記
判
断
事
項
＞
 

○
 

五
 
病
理
解
剖
室
  

一
 

 
 
＜
記
判
断
事
項
＞
 
 

○
 

六
 
研
究
室
  

 
 

 
＜
記
判
断
事
項
＞
 

○
 

七
 
講
義
室
  

 
 

 
＜
記
判
断
事
項
＞
 

○
 

八
 
図
書
室
  

 
 

 
＜
記
判
断
事
項
＞
 

○
 

九
 
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
 

第
二
十
二
条
 
法
第
二
十
二
条
第
九
号
の
規
定
に

よ
る
施
設
は
、
救
急
用
又
は
患
者
輸
送
用
自
動

車
及
び
医
薬
品
情
報
管
理
室
（
医
薬
品
に
関
す

る
情
報
の
収
集
、
分
類
、
評
価
及
び
提
供
を
行

う
た
め
の
室
を
い
う
。）

と
す
る
。
 

  (二
) 

「
医
薬
品
情
報
管
理
室
」
 

→
 
現
在
特
定
機
能
病
院
に
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
と
同
一
の
も

の
で
あ
り
、
医
薬
品
に
関
す
る
情
報
の
収
集
、
分
類
、
評
価
及
び

提
供
を
行
う
機
能
を
備
え
て
い
れ
ば
、
他
の
用
途
の
室
と
共
用
す

る
こ
と
は
差
し
支
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

 
＜
記
判
断
事
項
＞
 

○
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地域医療支援病院承認にかかる根拠法令等 

 

○ 医療法（昭和２３年法律第２０５号） 

（地域医療支援病院） 

第４条 国、都道府県、市町村、第４２条の２第１項に規定する社会医療法人そ

の他厚生労働大臣の定める者の開設する病院であって、地域における医療の確

保のために必要な支援に関する次に掲げる要件に該当するものは、その所在地

の都道府県知事の承認を得て地域医療支援病院と称することができる。 

(1) 他の病院又は診療所から紹介された患者に対し医療を提供し、かつ、当該

病院の建物の全部若しくは一部、設備、器械又は器具を、当該病院に勤務し

ない医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の診療、研究又は

研修のために利用させるための体制が整備されていること。 

(2) 救急医療を提供する能力を有すること。 

(3) 地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有する

こと。 

(4) 厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設を有すること。 

(5) 第２１条第１項第２号から第８号まで及び第１０号から第１２号まで並び

に第２２条第１号及び第４号から第９号までに規定する施設を有すること。 

(6) その施設の構造設備が第２１条第１項及び第２２条の規定に基づく厚生労

働省令で定める要件に適合するものであること。  

２ 都道府県知事は、前項の承認をするに当たっては、あらかじめ、都道府県医

療審議会の意見を聴かなければならない。 

３ 地域医療支援病院でないものは、これに地域医療支援病院又はこれに紛らわ

しい名称を付けてはならない。 

 

（地域医療支援病院の業務関係報告書の提出義務） 

第１２条の２ 地域医療支援病院の開設者は、厚生労働省令の定めるところに

より、業務に関する報告書を都道府県知事に提出しなければならない。 

２ 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の報告書の内

容を公表しなければならない。  

 

 

（地域医療支援病院の管理者の行うべき事項） 

第１６条の２ 地域医療支援病院の管理者は、厚生労働省令の定めるところによ

り、次に掲げる事項を行わなければならない。 

(1) 当該病院の建物の全部若しくは一部、設備、器械又は器具を、当該病院に

勤務しない医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の診療、研

究又は研修のために利用させること。 

(2) 救急医療を提供すること。 
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(3) 地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせること。 

(4) 第２２条第２号及び第３号に掲げる諸記録を体系的に管理すること。 

(5) 当該地域医療支援病院に患者を紹介しようとする医師その他厚生労働省令

で定める者から第２２条第２号又は第３号に掲げる諸記録の閲覧を求められ

たときは、正当の理由がある場合を除き、当該諸記録のうち患者の秘密を害

するおそれのないものとして厚生労働省令で定めるものを閲覧させること。 

(6) 他の病院又は診療所から紹介された患者に対し、医療を提供すること。 

(7) その他厚生労働省令で定める事項 

２ 地域医療支援病院の管理者は、居宅等における医療を提供する医療提供施設、

介護保険法第８条第４項に規定する訪問看護を行う同法第４１条第１項に規定

する指定居宅サービス事業者その他の居宅等における医療を提供する者（以下

この項において「居宅等医療提供施設等」という。）における連携の緊密化のた

めの支援、医療を受ける者又は地域の医療提供施設に対する居宅等医療提供施

設等に関する情報の提供その他の居宅等医療提供施設等による居宅等における

医療の提供の推進に関し必要な支援を行わなければならない。 

 

（病院の法定人員及び施設の基準等） 

第２１条 病院は、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる人員及び施

設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。 

(1) 当該病院の有する病床の種別に応じ、厚生労働省令で定める員数の医師及

び歯科医師のほか、都道府県の条例で定める員数の看護師その他の従業者 

(2) 各科専門の診察室 

(3) 手術室 

(4) 処置室 

(5) 臨床検査施設 

(6) エックス線装置 

(7) 調剤所 

(8) 給食施設 

(9) 診療に関する諸記録 

(10) 診療科名中に産婦人科又は産科を有する病院にあっては、分べん室及び新

生児の入浴施設 

(11) 療養病床を有する病院にあっては、機能訓練室 

(12) その他都道府県の条例で定める施設 

 

（地域医療支援病院の法定施設等） 

第２２条 地域医療支援病院は、前条第１項（第９号を除く。）に定めるもののほ

か、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる施設を有し、かつ、記録

を備えて置かなければならない。 

(1) 集中治療室 

(2) 診療に関する諸記録 

(3) 病院の管理及び運営に関する諸記録 
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(4) 化学、細菌及び病理の検査施設 

(5) 病理解剖室 

(6) 研究室 

(7) 講義室 

(8) 図書室 

(9) その他厚生労働省令で定める施設 
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○ 医療法施行規則（昭和２３年厚生省令第５０号） 

（地域医療支援病院の名称承認の申請） 

第６条 法第４条第１項の規定により地域医療支援病院と称することについての

承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、病院所在地

の都道府県知事に提出しなければならない。 

(1) 開設者の住所及び氏名（法人であるときは、その名称及び主たる事務所の

所在地） 

(2) 名称 

(3) 所在の場所 

(4) 病床数 

(5) 法第２２条第１号及び第４号から第８号までに掲げる施設及び第２２条に

掲げる施設の構造設備 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 

(1) 他の病院又は診療所から紹介された患者（以下「紹介患者」という。）に対

し医療を提供する体制が整備されていることを証する書類 

(2) 当該病院において、共同利用（病院の建物の全部若しくは一部、設備、器

械又は器具を当該病院に勤務しない医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他

の医療従事者の診療、研究又は研修のために利用させることをいう。以下同

じ。）のための体制が整備されていることを証する書類 

(3) 救急医療を提供する能力を有することを証する書類 

(4) 地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有する

ことを証する書類 

(5) 診療に関する諸記録の管理方法に関する書類 

(6) 病院の管理及び運営に関する諸記録の管理方法に関する書類 

(7) 診療に関する諸記録の閲覧方法に関する書類 

(8) 病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法に関する書類 

(9) 第９条の１９第１項に規定する委員会の委員の就任承諾書及び履歴書 

 

（地域医療支援病院の収容施設の数） 

第６条の２ 法第４条第１項第４号に規定する厚生労働省令で定める数は二

百とする。ただし、都道府県知事が、地域における医療の確保のために必要

であると認めたときは、この限りでない。 

 

（地域医療支援病院の業務関係報告書の提出義務） 

第９条の２ 地域医療支援病院の開設者は、次に掲げる事項を記載した業務に

関する報告書を都道府県知事に提出しなければならない。 

(1)  紹介患者に対する医療提供及び他の病院又は診療所に対する患者紹

介の実績 

(2)  共同利用の実績 

(3)  救急医療の提供の実績 
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(4)  地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修の実績 

(5)  診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の体系的な管理方法 

(6)  診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法及び閲覧

の実績 

(7)  第九条の十九第一項に規定する委員会の開催の実績 

(8)  患者相談の実績 

２ 前項の報告書は、毎年十月五日までに都道府県知事に提出するものとする。 

３ 都道府県知事は、法第十二条の二第二項の規定により、第一項の報告書の

内容をインターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。 

 

（地域医療支援病院の管理者の行うべき事項） 

第９条の１６ 地域医療支援病院の管理者は、次に掲げるところにより、法第１

６条の２第１項第１号から第６号に掲げる事項を行わなければならない。 

(1) 次に掲げるところにより、共同利用を実施すること。 

イ 共同利用の円滑な実施のための体制を確保すること。 

ロ 共同利用に係る医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者と

協議の上、共同利用の対象となる当該病院の建物、設備、器械又は器具の

範囲をあらかじめ定めること。 

ハ 共同利用の対象となる当該病院の建物、設備、器械又は器具の範囲その

他の共同利用に関する情報を、当該地域の医師、歯科医師、薬剤師、看護

師その他の医療従事者に対し提供すること。 

ニ 共同利用のための専用の病床を常に確保すること。 

(2) 次に掲げるところにより、救急医療を提供すること。 

イ 重症の救急患者に対し医療を提供する体制を常に確保すること。 

ロ 他の病院、診療所等からの救急患者を円滑に受け入れる体制を確保する

こと。 

(3) 地域の医療従事者の資質の向上を図るために、これらの者に対する生涯教

育その他の研修を適切に行わせること。 

(4) 診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の管理に関する責任者及び

担当者を定め、諸記録を適切に分類して管理すること。 

(5) 診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧に関する責任者、担

当者及び閲覧の求めに応じる場所を定め、当該場所を見やすいよう掲示する

こと。 

(6) 次に掲げるところにより、紹介患者に対し、医療を提供すること。 

イ その管理する病院における医療の提供は、原則として紹介患者に対する

ものであること。 

ロ 必要な医療を提供した紹介患者に対し、その病状に応じて、当該紹介を

行った医療機関その他の適切な医療機関を紹介すること。 

 

（地域医療支援病院に医師以外で諸記録の閲覧を請求できる者） 

第９条の１７ 法第１６条の２第１項第５号に規定する厚生労働省令で定める者
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は、地方公共団体及び当該地域医療支援病院に患者を紹介しようとする歯科医

師とする。 

 

（地域医療病院が閲覧に供する諸記録） 

第９条の１８ 法第１６条の２第１項第５号に規定する厚生労働省令で定めるも

のは、共同利用の実績、救急医療の提供の実績、地域の医療従事者の資質の向

上を図るための研修の実績、閲覧実績並びに紹介患者に対する医療提供及び他

の病院又は診療所に対する患者紹介の実績の数を明らかにする帳簿とする。 

 

（地域医療支援病院が設置する委員会及び相談体制の確保） 

第９条の１９ 法第１６条の２第１項第７号に規定する厚生労働省令で定める事

項は、当該病院に勤務しない学識経験者等をもつて主として構成される委員会

を当該病院内に設置すること及び当該病院内に患者からの相談に適切に応じる

体制を確保することとする。 

２ 前項の規定により設置される委員会は、地域における医療の確保のために必

要な支援に係る業務に関し、当該業務が適切に行われるために必要な事項を審

議し、必要に応じて当該病院の管理者に意見を述べるものとする。 

（地域医療支援病院の施設及び記録） 

第２１条の５ 法第２２条第１号から第８号までの規定による施設及び記録は、

次のとおりとする。 

(1) 集中治療室、化学、細菌及び病理の検査施設並びに病理解剖室は、当該病

院の実状に応じて適当な構造設備を有していなければならない。 

(2) 診療に関する諸記録は、過去二年間の病院日誌、各科診療日誌、処方せん、

手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、紹介状、退院した患

者に係る入院期間中の診療経過の要約及び入院診療計画書とする。 

(3) 病院の管理及び運営に関する諸記録は、共同利用の実績、救急医療の提供

の実績、地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修の実績、閲覧実績

並びに紹介患者に対する医療提供及び他の病院又は診療所に対する患者紹介

の実績を明らかにする帳簿とする。 

 

（地域医療支援病院の有すべき施設） 

第２２条 法第２２条第９号の規定による施設は、救急用又は患者輸送用自動車

及び医薬品情報管理室（医薬品に関する情報の収集、分類、評価及び提供を行

うための室をいう。第２２条の４において同じ。）とする 



様式第１０号（第２条関係）

地 域 医 療 支 援 病 院 業 務 報 告 書

　岩手県知事   　達 増　拓 也   　様

開設者
住　所 岩手県盛岡市内丸11番1号
氏　名 岩手県

　代表者 県立病院等事業管理者
医療局長　遠　藤　達　雄

　医療法第１２条の２の規定により、次のとおり提出します。

　　報告対象病院
病院名 岩手県立中央病院
所在地 岩手県盛岡市上田１－４－１
病院長 望月　泉

承認年月日

　　報告対象期間
平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日

１　紹介患者に対する医療提供及び他の病院（診療所）に対する患者紹介の実績

地域医療支援病院紹介率 A+B/C-D-(E-F)
Ａ：紹介患者数
Ｂ：緊急入院患者数
Ｃ：初診患者数
Ｄ：県立病院間紹介患者数
Ｅ：休日夜間初診患者数
Ｆ：休日夜間初診入院患者数

逆紹介率 G/C-D-(E-F)
Ｇ：逆紹介患者数
（診療情報提供患者数）

２　共同利用の実績

医療器械共同 コンピューター断層撮影装置 288件
利用件数 磁気共鳴コンピューター断層撮影装置 99件

骨シンチ等 35件
利用医療機関(うち開設者と直接

　　関係のない医療機関延数)
共同利用病床数
共同利用病床利用率
共同利用の範囲 医療器械、開放型病床、救急病床、地域医療連携室、会議室
（共同利用施設・設備） 視聴覚室、図書室、医療情報管理室、医薬品情報管理室、

臨床検査に関わる施設
登録医療機関数(うち開設者と直接関係のない医療機関延数)

0％

205施設（205施設）

対象期間

67.34%
10,601人
2,085人

4,392床

10,465人

平成24年10月3日

平成１９年７月１８日

46施設（45施設）

55.55%

29,067人
1,108人
11,272人
2,153人
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３　救急医療の提供の実績

救急搬送による救急患者　※延べ数
救急搬送以外の救急患者　※延べ数
合計

救急用自動車（保有台数） 1台

４　地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修の実績

研修の内容 1人
※参加者数は院外 29人
　からの延べ参加 3人
　者数 1人

3人
30人
1人

15人
23人
10人
11人

127人

45人
10人
6人

医療講演会：救急の歴史を作る 28人
死亡症例検討会 32人
合計 375人

研修体制 研修プログラム 有
研修委員会の設置 有
研修指導者数（講師を含む） 85人

研修施設 大ホール、視聴覚室

５　診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の体系的な管理方法

管理責任者 医療情報管理企画部長
管理担当者 業務企画室長
診療に関する諸記録の保管場所 診療情報管理室
病院の管理及び運営に関する 共同利用の実績 業務企画室
諸記録の保管場所 救急医療の提供の実績 業務企画室

地域医療従事者向け研修の実績 業務企画室
閲覧実績 医療情報管理室、図書室
紹介患者等の帳簿 地域医療連携室

６　診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法及び閲覧の実績

閲覧責任者 医療情報管理企画部長
閲覧担当者 医療情報管理室職員、図書室職員
閲覧に応じる場所 医療情報管理室、図書室
閲覧者別延べ件数 当該病院に患者を 医師 0件

紹介しようとする 歯科医師 0件
0件
0件

地方公共団体
合計

5,944(3,014)人
16,053(2,974)人

括弧内は、入院を要した救急患者数
21,997(5,988)人

呼吸器分科会：もう一度気管支喘息－軽症から重症まで－

循環器科分科会：重要性を増す循環器疾患
医療研修科分科会：バイタルサインからの臨床診断

産婦人科分科会：日本一の周産期医療充実県岩手をめざして

検査医学分科会：呼吸器の細胞診
消化器分科会：肝がん診断・治療のコツとピットホール

整形外科分科会：両側人工膝関節手術における工夫
歯科分科会：歯科補綴学的配慮を要する患者様の治療

プライマリーケアセミナー

小児科分科会：タンデマス対象疾患と発見されたときの対応

麻酔科分科会：痛みの歴史と精神医療

医療研修科分科会：研修制度の中にみる他職種連携

災害医療：災害現場、真実の災害医療救助活動
　　　　　　～被災地内病院及び支援機関より

臨床病理等：乳房超音波検査－よりよい検診を行うために

医療情報：これからの遠隔医療
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７　医療法施行規則第９条の１９第１項に規定する委員会の開催の実績

委員会の回数 3回
※　四半期ごとに開催予定としていたが、東日本大震災の影響で第１四半期に開催できなかった
　ため。

８　患者相談の実績

相談を行う場所 相談支援センター
主たる相談対応者 ＭＳＷ２人、看護師２人
相談件数 9,739件
相談の概要 経済問題、医療・福祉制度、生活支援、心理・適応、生活指導

25



様式第10号（第２条関係）

地 域 医 療 支 援 病 院 業 務 報 告 書

　岩手県知事   　達 増　拓 也   　様

開設者
住　所 岩手県盛岡市内丸11番１号
氏　名 岩手県

　代表者 県立病院等事業管理者
医療局長　遠　藤　達　雄

　医療法第12条の２の規定により、次のとおり提出します。

　　報告対象病院

　　報告対象期間

１　紹介患者に対する医療提供及び他の病院（診療所）に対する患者紹介の実績

２　共同利用の実績

磁気共鳴コンピューター断層撮影装置
骨シンチ等
ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影

1,768 人

175 件
105 件

1,830 床

7,351 人

50 件
202 件

Ａ＋Ｂ／Ｃ－Ｄ－（Ｅ－Ｆ）
Ａ：紹介患者数
Ｂ：緊急入院患者数

平成24年10月5日

平成22年９月28日

44 施設（ 36 施設）

53.02 ％

20,227 人
380 人

7,751 人

対象期間

74.65 ％
8,468 人
1,882 人

地域医療支援病院紹介率

岩手県立中部病院
岩手県北上市村崎野17地割10番地
北村　道彦

平成23年４月１日　～　平成24年３月31日

コンピューター断層撮影装置

Ｃ：初診患者数
Ｄ：県立病院間紹介患者数
Ｅ：休日夜間初診患者数
Ｆ：休日夜間初診入院患者数

利用医療機関（うち開設者と直接
　　関係のない医療機関延数）

共同利用病床数

病　院　名
所　在　地
病　院　長
承認年月日

Ｇ／Ｃ－Ｄ－（Ｅ－Ｆ）
Ｇ：逆紹介患者数
（診療情報提供患者数）

医療器械共同
利用件数

共同利用病床利用率
共同利用の範囲
（共同利用施設・設備）

医療器械、開放型病床、地域医療連携室、講堂
図書室、医薬品情報管理室、臨床検査に関わる施設

０ ％

205 施設（ 205 施設）登録医療機関数（うち開設者と直接関係のない医療機関延数）

逆紹介率
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３　救急医療の提供の実績

４　地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修の実績

※　研修指導者数について、死亡症例検討会、プライマリーケアセミナーにおいては症例毎に
　講師を決めていることから、その数を含めて計上した。

５　診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の体系的な管理方法

６　診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法及び閲覧の実績

医　　師
歯科医師

７　医療法施行規則第９条の19第１項に規定する委員会の開催の実績

８　患者相談の実績

地域キャンサーボード 11 人

10,144 （ 1,686 ）人

括弧内は、入院を要した救急患者数
13,807 （ 3,680 ）人

地域医療連携室主査
地域医療連携室

相談を行う場所
主たる相談対応者
相談件数
相談の概要

相談支援室（医療福祉相談室）
ＭＳＷ３人
11,588　件
経済問題、医療・福祉制度、生活支援、心理・適応、生活指導

委員会の回数 ２ 回

閲覧責任者
閲覧担当者
閲覧に応じる場所
閲覧者別延べ件数

地域医療連携室長

当該病院に患者を
紹介しようとする

０ 件
０ 件
０ 件
０ 件

地方公共団体
合計

管理責任者
管理担当者
診療に関する諸記録の保管場所

院長
医事経営課長

病院の管理及び運営に関する 共同利用の実績

事務局、カルテ室、電子カルテシステム

地域医療連携室
諸記録の保管場所 救急医療の提供の実績

地域医療従事者向け研修の実績
閲覧実績
紹介患者等の帳簿

地域医療連携室
地域医療連携室
地域医療連携室
地域医療連携室

※参加者数は院外
研修の内容

39 人

　者数

救急搬送による救急患者　※延べ数
救急搬送以外の救急患者　※延べ数
合計

褥瘡研修会

救急用自動車（保有台数） １台

120 人

3,663 （ 1,994 ）人

42 人
61 人
19 人

50 人
83 人

　からの延べ参加

　425 人
有
有

42 人
講堂、大会議室、小会議室
研修指導者数（講師を含む）
研修委員会の設置
研修プログラム

合計

研修施設

地域医療研究会
緩和ケアテレカンファ

退院支援研修会

研修体制

緩和ケア研修会
リンパ浮腫ケア研修会
がん化学療法研修会
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